
厚生委員会情報連絡 

令和４年４月１８日 

情報連絡資料件名 頁 

１ 民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改選について・・・・・・・・・・・２ 

２ 児童扶養手当等に係る眼の障害の認定基準の一部改正について・・・・・・・・３

３ 「あだちから」生活応援臨時給付金事業のスケジュール等について・・・・・・４

４ 医療的ケア児情報ポータルサイトの開設について・・・・・・・・・・・・・・５

５ 障がい者（児）等への日常生活用具給付事業の品目追加等について・・・・・・６

６ 階段昇降機設置費用助成について（高齢者住宅改修給付事業）・・・・・・・・７

７ 高齢者・障がい者訪問理美容利用回数の拡大について・・・・・・・・・・・・８

８ 令和４年度特別養護老人ホーム及び地域密着型サービスの整備・運営 

事業者の公募について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（福 祉 部） 



厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

１ 民生委員・

児童委員、主

任児童委員の

一斉改選につ

いて 

所管課 

【福祉管理課】 

令和４年１２月１日に民生委員・児童委員、

主任児童委員の一斉改選が実施される。 

１ 任期 

令和４年１２月 １日から 

令和７年１１月３０日まで 

２ 改選予定内容（令和４年３月末現在） 

民生委員・児童委員数 

（うち主任児童委員数） 

定 数 ５５９（５０） 

再 任 ４２１（３９） 

新任必要数 １３８（１１） 

内

訳 

退任 ９４（ ９） 

欠員等 ４４（ ２） 

３ 年齢要件（令和４年１２月１日現在） 

（１）新任

原則６７歳未満の者（必要な場合は７０

歳未満）

※ 主任児童委員は原則５５歳未満の

者（必要な場合は６２歳未満の者）

（２）再任

７５歳未満の者

※ 主任児童委員は原則５５歳未満の

者（必要な場合は６５歳未満の者）

４ 今後の予定 

開催内容 時期（予定） 

合同地区民生委員 

推薦準備会 

（各地区からの推薦） 

６月 

足立区民生委員推薦会 ７月 

東京都社会福祉審議会 ８月～１０月 

厚生労働大臣委嘱 １１月 
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時 
及び 
場所 

ＰＲの 

方法 

２ 児童扶養

手当等に係

る眼の障害

の認定基準

の一部改正

について 

所管課 

【親子支援課】 

【障がい福祉課】 

１ 改正内容 

  児童扶養手当法施行令改正に伴う新たな認定基準 

（１）視力障害の見直し

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」へ

基準緩和 

（２）視野障害を追加

例：子の障がいの場合 

改 正 前 改 正 後 

１ 両目の視力の 

 和が０．０８以 

下のもの 

１ 次のいずれかに掲げる視覚 

障害 

ア 両眼の視力がそれぞれ

０．０７以下のもの 

イ 一眼の視力が０．０８、

他眼の視力が手動弁（視力 

が０．０１以下で目の前で 

手を動かして判別できる） 

以下のもの 

ウ ゴールドマン型視野計に

よる測定の結果、両眼の 

Ｉ／４視標による周辺視野 

角度の和がそれぞれ８０度 

以下かつＩ／２視標による 

両眼中心視野角度が５６度 

以下のもの 

エ 自動視野計による測定の

結果、両眼開放視認点数が 

７０点以下かつ両眼中心視 

野視認点数が４０点以下の 

もの 

２ 適用年月日 

  令和４年４月１日 

３ 該当手当等 

（１）児童扶養手当

（２）特別児童扶養手当

（３）児童育成手当

（４）ひとり親家庭等医療費助成

（５）障害児福祉手当

（６）特別障害者手当

あだち広

報及び区

ホームペ

ージに掲

載予定
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 

日時

及び 

場所 

ＰＲの方法 

３ 「あだちか

ら」生活応援

臨時給付金事

業のスケジュ

ール等につい

て 

所管課 

【生活・暮らし

臨時給付金担

当課】 

「あだちから」生活応援臨時給付金の実施スケ

ジュール等について、情報提供する。 

１ スケジュール 

日程 内容 

令和４年 

４月１１日 

対象世帯へ申請書発送手続

（郵便局差出） 

※ 到着は４月１３日以降

４月１３日 
専用コールセンター開設 

相談窓口開設 

４月２８日

以降(予定) 
順次、口座へ振り込み 

９月３０日 申請期限 

２ コールセンター 

（１）開設日及び開設時間

令和４年４月１３日（水）

平日午前９時から午後８時まで

（２）執行体制

委託事業者

※ 令和４年７月１４日（木）以降は、区職

員が平日開庁時間内に対応予定 

３ 申請相談支援窓口 

（１）開設日、開設時間及び開設場所

令和４年４月１３日（水）

平日午前９時から午後５時まで

区役所本庁舎１階アトリウム

（２）執行体制

人材派遣スタッフ

※ 令和４年６月２０日（月）以降は、区職

員が対応予定 

対象世帯へ

の申請書発

送 

あだち広報

（４月１０

日号）、区

ホームペー

ジ等 
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 

日時 

及び 

場所 

ＰＲの方法 

４ 医療的ケ

ア児情報ポ

ータルサイ

トの開設に

ついて 

所管課 

【障がい福祉課】

医療的ケア児の子育てに必要な情報をまとめた「医療

的ケア児情報ポータルサイト」を開設した。 

１ 目的 

医療的ケア児を支援するための様々な施策（保健・ 

医療、保育・療育、障がい福祉サービス、防災等） 

を一覧化することで、ご家族等が知りたい情報を得 

やすくした。 

２ 足立区医療的ケア児情報ポータルサイト 

（１）ＵＲＬ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/

medical-care.html 

（２）ＱＲコード

３ 開設日 

令和４年３月３０日（水） 

※ ポータルサイトとは…

情報にアクセスする際の入り口となるWebサイト

医療的ケア

児が属する

家族会、関

係機関への

周知 
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 

日時 

及び 

場所 

ＰＲの方法 

５ 障がい者（児）

等への日常生

活用具給付事

業の品目追加

等について 

所管課 

【障がい福祉課】 

在宅障がい者（児）等の日常生活を容易にするため

の日常生活用具給付事業に、「音声式血圧計」を追加

し、令和４年４月１日から給付を開始した。 

１ 目的 

視覚障がい者の日常の健康管理促進 

２ 基準額等 

項目 内容 

基準額 １０，０００円 

耐用年数 ５年 

対象者 

要件 

原則として１８歳以上の身体障がい者で、

視覚障がいの程度が１級又は２級の者 

性能等 視覚障がい者が容易に使用できるもの 

３ 対象者数（視覚障がい１・２級の手帳所持者） 

１，１０１人  ※令和４年２月末現在 

４ 他区の状況 

（１）２２区中１４区で給付品目としている。

（２）江東５区では、江戸川区が給付品目としており、

葛飾区は令和４年４月から追加した。 

５ その他 

  音声式血圧計の給付要件に合わせ、音声式体重計

および体温計の要件を緩和し、晴眼者が同居してい

る場合の給付を可とする。 

（新） 
原則として学齢児以上の身体障がい者（児）

で、視覚障がいの程度が１級又は２級の者 

（旧） 

原則として学齢児以上の身体障がい者（児）

で、視覚障がいの程度が１級又は２級の者

（視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる

世帯に限る。） 

・視覚障が

い者団体

ならびに

関連する

事業所へ

の説明

・区広報、

区ホーム

ページ等

での周知
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厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 
日時及び場

所 
ＰＲの方法 

６ 階段昇降機設置

費用助成について 

（高齢者住宅改修

給付事業） 

所管課 

【高齢福祉課】 

在宅生活における転倒防止や介護者の

負担軽減を図り、高齢者の在宅生活が継

続できるよう、階段昇降機設置費用の一

部を助成する。 

１ 助成限度額（１世帯１回限り） 

  １，３３２，０００円 

２ 対象要件 

① ６５歳以上の要介護認定４また

は５

② 日常的に、車椅子または歩行器

を使用

③ ２階以上に居室があり、階段を

昇降する必要がある

④ 本人、親族等の持ち家

⑤ 昇降機の確認済証を提出できる

⑥ 介護保険施設または病院等に入

所、入院していないこと

３ その他 

① 介護保険の負担割合に応じて

１割から３割の自己負担あり

（免除あり）

② 高齢福祉課への事前相談が必要

③ 設置済の機器取替、新築工事に

合わせて設置するものは不可

④ 工事着工後の申請は対象外

開始時期 

令和４年４

月１日（金） 

令和４年３月

３１日（木） 

地域包括支援

センターへの

周知 

令和４年４月

１日（金） 

足立区ホーム

ページ更新 

令和４年４月

２５日号 

あだち広報掲

載 
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厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

７ 高齢者・障が

い者訪問理美容

利用回数の拡大

について 

所管課 

【高齢福祉課】 

【障がい福祉課】 

要介護状態でも、高齢者や障がい者が

快適な在宅生活を継続することができる

よう、訪問理美容サービスの利用回数を

拡大する。 

１ 利用回数 

従来までの年間３回から年間６回と 

する。 

２ 周知方法 

継続利用者、地域包括支援センター、 

福祉事務所各課へ変更内容を周知する。 

開始時期 

令和４年４月

１日（金） 

令和４年３月

３１日（木） 

継続者へ通

知発送 

令和４年４月

１日（金） 

足立区ホー

ムページ更新 

令和４年４月

１０日号 

あだち広報掲

載 
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

８ 令和４年度

特別養護老人

ホーム及び地

域密着型サー

ビスの整備・

運営事業者の

公募について 

所管課 

【介護保険課】 

 令和４年度特別養護老人ホーム及び地域密着型サ

ービスの整備・運営事業者について、以下のとおり

公募する。 

１ 特別養護老人ホーム 

（１）公募の概要

令和４年度は、民有地に１施設、公有地（旧

本木東小学校跡地）に１施設、計２施設の公募

を実施する。 

種類 

民有地 

用地は法人

が確保 

公有地 

旧本木東 

小学校跡地 

特別養護老人ホーム １５０床程度 

老人短期入所施設 

［特養に併設］ 
特養の定員の１割以上 

防災拠点型 
地域交流スペース 
［同上］ 

１９０㎡以上 

（※１） 

４００㎡以上 
（※２） 

災害備蓄倉庫 

［同上］ 
概ね５０㎡以上 

※１ 都市部における防災拠点の整備を促進するた

め、都が定めた補助基準 

※２ 学校跡地の活用、地域住民の要望により、地

元で避難所運営を担うことを前提に設置 

（２）年間公募スケジュール

第１回は民有地、第２回は公有地の整備・運

営事業者を募集する。 

第１回 第２回 

公募 

期間 

令和４年 

６月～７月中旬 

令和４年 

９月～１０月中旬 

審査 
一次：令和４年８月 

二次：令和４年９月 

一次：令和４年１１月 

二次：令和４年１２月 

事業者 

決定 
令和４年１０月 令和５年１月 

区ホーム

ページに

掲載 

9



厚生委員会情報連絡一覧表 

２ 地域密着型サービス事業 

（１）公募の概要

種 類 募集箇所数 

認知症高齢者グループホーム １か所 

小規模多機能型居宅介護 ２か所 

看護小規模多機能型居宅介護 １か所 

・ 用地（民有地）は法人が確保するものと

する。

（２）年間公募スケジュール

日 程 

公募期間 令和４年６月～７月中旬 

審査 
一次：令和４年８月 

二次：令和４年９月 

事業者決定 令和４年１０月 
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